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(年金制度)：年金会計基準再考（１）－年金会計と時価主義 

 

日本の退職給付会計基準は、数理上の差異の遅延認識など、年金資産・債務の変動額を遅延認

識することが認められている点では、米国の FAS８７と同様、決して時価主義ではない。し

かし、財務会計に関する資産負債中心観が一般的になる中、英国の FRS17 や新しい国際会計

基準 IAS19 では、時価主義と軌を一にし、数理計算上の差異の即時認識が採用されている。 

 

英国の財務会計基準（FRS）や国際会計基準（IAS）において、企業年金に関する会計基準が、

時価主義の方向へ舵を切ろうとしていることは、これまでにも何度か述べてきた。そこで今回

は３回連載で、少し別の角度から、再度、この点を検討してみる。まず、今号では退職給付会

計基準と時価主義の関係について考え、次号以降、特に数理計算上の差異の即時認識が導入さ

れた場合の企業評価への影響、及び退職給付会計基準の今後の方向性、について述べてみたい。 
 
2000 年度から導入されたわが国の退職給付会計は、しばしば「時価主義」に傾きすぎている

と批判されてきた。しかし、退職給付会計の扱いは、実際には時価主義ではない。もしも、時

価主義なら、その期に発生した価格の増減が期末の財務諸表に直ちに反映されるはずである。

例えば、持ち合い株式の価格の増減は、税効果分を差し引いた後、期末の資本勘定に直ちに反

映されている。 
 

図表１：現在の各国会計基準における（未認識）年金債務の認識（償却）方法の比較 
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しかし、退職給付会計は異なる。①会計基準変更時に生じた、退職給付引当金の増減（移行時

差異）、②制度の変更により生じた退職給付債務の増減（過去勤務債務）、③割引率や死亡率 
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など数理上の仮定を変更したり、その仮定と実績との間の差を修正したりする場合の退職給付

費用や退職給付債務の増減（数理計算上の差異）、については、直ちに財務諸表には反映させ
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ないのが原則である。①については、15 年以内、②と③については従業員の残存勤務年数以

内に反映させる。つまり、債務や資産の時価の増減が、時間をかけて認識される（遅延認識）。 
 
図表１のように、このような遅延認識は決してわが国だけにみられる扱いではない。数理計算

上の差異をとると、米国の財務会計基準書 87 号（FAS87）、国際会計基準書 19 号（IAS19）
では、数理計算上の差異が年金の制度資産と年金債務の 10％の内、大きい方の額を超えた場

合に、その超えた額を、財務諸表に費用（負債）や収益（資産）として認識することになって

いる。これを回廊（コリドー）方式という。その際にも、最長で従業員の残存勤務年数の間に

認識すればよい。 
 
では、時価の増減を直ちに反映しない、遅延認識を認めてきたのはなぜか。それには、大きく

２つの理由がある。第１に会計理論には、資産・債務評価額の短期的変動である数理計算上の

差異はいずれ相殺されるので、それが生じた年度に全額認識すると、積立状態の変動の実態を

反映しないという考え方がある。第２が、短期的な変動を認識した場合に、損益や資産負債額

の変動が期間損益を圧倒するほど大きくなり、制度運営に支障を来すという実務上の配慮であ

る。FAS87 を制定した 1985 年当時の米国や新会計基準を制定した 1999 年の日本、あるいは

国際会計基準理事会でも、これらの理由で遅延認識を認めてきた。 
 
ところが、この数年、各国の会計基準は、数理上の差異について即時認識を求めるようになり

つつある。2005 年から施行された英国の FRS17 では即時認識が原則になった。2004 年に改

定された新しい国際会計基準 IAS19 でも選択肢として即時認識を認めた。年金資産・債務額

の変動が、財務諸表で直ちに認識され、資本勘定に反映される。これこそが時価主義である。 
 
その理由としては、①即時認識でないと、経営者の裁量が広すぎる、②数理計算上の前提の変

動は、将来、相殺されるとは限らない、③運営に支障が出るとしても、制度のリスクを正確に

反映した結果であり、遅延認識の理由にならない、という点が挙げられている。 
 
特に上記の①や③について言うと、米国には数理上の差異の遅延認識により、企業年金の制度

運営が歪められているという研究がある。FAS87 の下では、損益計算書上の退職給付費用が 
退職給付費用＝勤務費用＋利息費用－期待運用収益±数理計算上の差異の認識費用 

として計算される。例えば、運用がうまくいかず、利回りがこの期待運用収益率を下回ると、

その差額が式の最後の項「数理計算上の差異の認識費用」に含まれ、利益や資本を減少させる。

ただ、遅延認識により、その減少幅は実際の差額の数分の一に過ぎない。そのため、損益計算

書や貸借対照表を見ているだけでは、投資のリスクが実際よりも低くみえる。それを利用して、

企業経営者が、リスクは高いが、高利回りを期待できる株式投資を増やしているのだという。 
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さらに視野を広げると、即時認識が採用されつつある背景として、会計基準における「資産負

債中心観」の広がりが指摘できる。財務会計の目的、あるいは利益の本質、については、大き

く２つの考え方がある。１つは、財務会計の目的が、経営者の経常的・長期的な努力の成果で

ある利益を示すことにある、という「収益費用中心観」である。この考え方に立つと、非経常

的・一時的な収益・費用については、認識をせずに済ませることになる）。 
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もう１つは、財務会計の目的は企業の正味資産（資本）の増分を示すことにあり、その増減の

要因を、利益として示すべきだという考え方である。これを「資産負債中心観」と言う。この

考え方では、資産・負債の時価に変動があれば、バランスシートだけでなく、利益にも直ちに

反映させるべきことになる。 
 
この数年、国際会計基準理事会などを中心に、さまざまな場面で、後者の考えが前者に取って

代わりつつある。例えば、金融商品に関する国際会計基準 39 号（IAS39）では、金融商品を

すべて時価（公正価値）により、毎期末に評価替えし、その変動を損益計算書で認識するよう

に、検討が進みつつある。 
 
この２つの会計観に即して言えば、従来の IAS19 や FAS87 では、まず退職給付債務の評価が

あり、それに合わせて退職給付費用が計上されている点で、資産負債中心観に近い。しかし、

遅延認識や回廊方式により、費用を長期に認識したり、非経常的で重要でないと考えられる収

益費用の認識を避けたりしている点では、収益費用中心観の性格も持っており、両者の折衷で

あった。一方、英国基準 FRS17 はもちろん、新 IAS19 も、年金資産・債務の増減を即時認識

する点では、昨今強まりつつある資産負債中心観の流れに一歩を踏み出して、退職給付会計を

再構成しようとしているといえる。 
 
以上をまとめると、年金資産・債務の変動について、遅延認識を認めている日本の退職給付会

計や米国の FAS87 あるいは従来の IAS19 は、決して時価主義とはいえない。ただ、近年、国

際的に会計基準の考え方が収益費用中心観から資産債務中心観へと移るにつれ、退職給付会計

においても、時価主義に近い考えが強くなってきた。その典型が、数理上の差異の即時認識を

求める英国の FRS17 や即時認識の選択的採用を認めた新 IAS19 である。わが国の退職給付会

計にも、こうした時価主義の考えが影響を及ぼそうとしている。 
 
もっとも、日本の退職給付会計基準でも、バランスシートに計上されていない未認識債務の時

価が財務諸表の脚注に開示されている。投資家がそれを知っている以上、実態としては、時価

主義になっているという意見もあろう。そこで、もしもそれが企業評価に織り込まれているの

であれば、会計基準上、遅延認識が即時認識に変わっても、株式や債券の評価は変わらないと

いうことになる。この点については、次回以降さらに考えてみたい。   （臼杵 政治） 
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